
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年７月２５日 １５時４０分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市藍島北西方沖 

 大藻路
お お も じ

岩灯標から真方位３１３°２.０海里付近 

 （概位 北緯３４°０１.９′ 東経１３０°４６.９′） 

事故の概要 漁船芳信
ほうしん

丸は、東進中、また、プレジャーボートビーナスⅡは、南

東進中、両船が衝突した。 

芳信丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、ビーナスⅡは、

右舷前部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年１月１５日、調査を担当する主管調査官（門司事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  漁船  芳信丸、１.５４トン 

     ＹＧ３－５６９０４（漁船登録番号）、個人所有 

      第２９１－３８４７１号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ  プレジャーボート  ビーナスⅡ、５トン未満（長さ９.６０ｍ） 

      ２９０－４１１１４福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ  船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ  左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ  右舷前部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風  なし、視界 良好 

海象：波高  約０.５ｍ 

 事故の経過 

 

 船長Ａは、漁場から帰航中、左舷船尾方から接近するＢ船を認めた

が、Ｂ船がＡ船の進路を避けて追い越すものと思ってＢ船から視線を

外し、針路を保持して航行を続けた。 

  船長Ｂは、釣り場から帰航中、突然、意識がもうろうとした状態と

なったが、航行を続けていたところ、右舷船首至近にＡ船を認めた。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船がＡ船の進路を避けて追い越すものと思

い、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が

Ａ船の進路を避ける気配を示さずに接近してくることに気付かなかっ

たものと考えられる。 

  Ｂ船は、船長Ｂが意識がもうろうとなって見張りを行うことが困難

な状態で航行したことから、至近に接近するまでＡ船の存在に気付か

なかったものと考えられる。 



 

 船長Ｂが、本事故当時、意識がもうろうとした状況については明ら

かにすることができなかった。 

原因 本事故は、Ａ船の船長Ａが、Ｂ船はＡ船の進路を避けて追い越すも

のと思い、見張りを適切に行っておらず、また、Ｂ船の船長Ｂが、意

識がもうろうとなって見張りを行うことが困難な状態で航行したた

め、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。  


